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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ア
イ
ヌ
民
族
に
係
る
歴
史
教
科
書
の
記
述
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五

十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下

ひ
ん

「
旧
土
人
保
護
法
」
と
い
う
。
）
は
、
困
窮
に
瀕
し
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
し
、
土
地
を
無
償
で
下
付
し
、
農
耕
を
奨

励
す
る
な
ど
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
報
告
書
（
平
成
二
十
一
年
七
月
）
に
お
い
て

「
近
代
国
家
形
成
過
程
の
中
で
、
土
地
政
策
や
同
化
政
策
な
ど
に
よ
り
、
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
文
化
は
深
刻
な
打
撃

を
受
け
た
と
い
え
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
申
請
図
書
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
に
お
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
旧

土
人
保
護
法
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
記
述
の
欠
陥

と
し
て
「
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で
あ
る
。
（
旧
土
人
保
護
法
の
趣
旨
）
」
と
の
検
定
意
見
を
付
す
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
文
部
科
学
省
は
、
当
該
検
定
意
見
を
申
請
者
で
あ
る
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
に

対
し
て
通
知
し
た
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
申
請
図
書
の
記
述
に
関
し
、
申
請
者
で
あ
る
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
修
正
後
の
記
述
に
つ

い
て
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
に
お
い
て
調
査
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
必
要
な
修
正
が
な
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
「
生
徒
が
誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
現
で
あ
る
。
（
旧
土
人
保
護
法
の
趣
旨
）
」
と
い
う
記
述
の
欠
陥
は
解

消
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


